
⼤ 学《⼈事・労務》 定期セミナー

【参加費お振込先】 三菱ＵＦＪ銀⾏ 横浜⽀店 普通４６６６３０６
⼝座名義 （株）プロサーブ

教員の労働時間 《裁量労働制・変形労働制・フレックス制》

大学人事労務 ご担当者様

㈱プロサーブは成⻑と躍進を続ける企業と学校を、⼈事・労務の両
⾯から強⼒にサポートいたします。⼈事制度・賃⾦制度の構築、評
価制度導⼊まで、⾼品質なサービスの提供をお約束致します。

連合会館
JR「お茶の⽔」聖橋⼝５分

東京メトロ 丸の内線 都営地下鉄線 B3出⼝ 0分
「淡路町」「⼩川町」「新御茶ノ⽔」

あなたの学校では裁量労働制を適切に導⼊できていますか︖

TEL学校名

MAIL部署

様御役職②
様

御役職
参加者
① 様③

〒
住所

ご質問

個別相談
希望は〇

領収書
有無名貴校の

教職員数

【個人情報の取扱について】

個人情報は、お申込みいただきました件のご連絡

及び最新情報・サービス情報提供に限定して利用

します。なお個人情報は(株)プロサーブ個人情報

保護方針に則り厳重に管理し、第三者への提供は

いたしません。

←個別相談のご希望がございましたら、 【ご質問】欄に
ご記載ください。 ※先着受付順 15分/校

<<<<<<<< プロサーブは学校 《⼈事・労務 》 のリーディングカンパニーです >>>>>>

5⽉以降、都内私⽴⼤学から教員の裁量労働制の業務と対象条件について、労働基準監督署より調査や指摘を受けたとの相談が複数届いています。

労基署より是正勧告を受けた報道例
●A⼤学︓労基署の臨検により是正勧告及び指導。未払い賃⾦として計250⼈に対し、時間外⼿当約5,900万円の⽀払い
●B⼤学︓労基署より是正勧告。教職員200⼈に対し残業代 約9,000万円の⽀払い

（株）プロサーブ セミナー事務局
東京都中央区銀座６-６-１ 銀座風月堂ビル５F

TEL ５５３７-６７８０ http://www.pro-sv.jp

お申込み
はこちら

10月28日(月)までにお振込みください。キャンセルは開催２日前まで全額返金。１日前50％、当日100％となります。

2024年4⽉には法改正もあり、仕組みがより複雑になりました。本セミナーでは、教員の裁量労働制についての諸条件の確認、適⽤外となる場合の対応
⽅法、効果的な運⽤⽅法について解説いたします。裁量労働制は法的にさまざまな制約が設けられていますが、 適正に運⽤することで裁量労働制の
メリットを最⼤限に活⽤し、教職員及び学⽣の皆様のためにより良い学習環境を創造していきましょう︕ 皆様のご参加をお待ちしております。

契約校２名様 御招待

QRコードまたはメール添付にてお申込みください メール送付先︓seminar@pro-sv.jp


